
 

 

 

 

 

 

 

◆連合音楽会を終えて 

 １１月２６日（水）に大東市立小学校連合音楽会が行われ、深野小からは６年生が代表として合奏

を行いました。市内の各小学校の代表が集まっての音楽会は校内の音楽会とはまた違った環境で、

他校の児童や多くの観客の方を前に合奏を行えたことは貴重な経験にもなりました。大きな会場で

の合奏で緊張もしたと思いますが、緊張時にどうやってその緊張を自分の力に変えるかを学び、大

勢の方の前で合奏できたことで得た自信は次への勇気ある挑戦を生み出すことに繋がると考えます。 

 ６年生はあと数か月で小学校を卒業し進学します。残り少ない時間ではありますが、担任の教諭

を中心に可能なかぎりいろんな経験をし、その経験から自信や勇気を得て、最後までよりよい学校

生活を過ごせるよう、教職員一同努めてまいります。 

 連合音楽会での６年生の合奏は本当に素晴らしかったです。その素晴らしい合奏の裏には毎日頑

張って練習したみんなの努力があります。仲間との絆があります。深野小では常に高学年の児童が

その他の学年の見本になるよう、憧れの存在であることをめざし、継続的に下級生によい継承がで

きるように取り組んでいます。 

    

◆芋掘りを通じて 

１１月１８日（火）に校庭の畑で芋掘りをしました。収穫した畑は今年新たに作った畑で、地域の

方、学校の警備員の方が畑を一から作ってくださり、ずっと収穫まで育ててくださったもので、今年

は例年の倍以上の収穫ができました。１年生の子どもたちが畑で芋掘りを行いましたが、大きな芋

に育っていて、子どもたちもとても喜んで、楽しく収穫することができました。 

 地域の方々が子どもたちの笑顔のために一生懸命に作っていただいたもので、ただただ感謝の

思いでいっぱいです。子どもたちには単に芋掘りをするだけではなく、育てていただいた方への感

謝の気持ちを大切にすることや地域の方の心温まる取り組みを通じて地域のこと、町のことをもっ

と好きになってもらえたらと願っています。 

 改めて、地域の方、警備員の方に感謝申し上げます。これからも地域に愛される学校をめざして

まいります。 
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◆朝学習、昼帯学習、放課後補充学習（はなまる学習） 

子どもたちの学力保障として、朝学習、昼帯学習、放課後補充学習（はなまる学習）などを通常 

授業以外に年間を通して継続的に行っています。ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんの 

で、今回改めてご紹介させていただきます。 

  得意、不得意の教科もあると思いますし、授業の中でわからない部分も少しあったり、読書をす

る機会をつくることも必要であり、子どもたちの迷いや不足を補えたらという思いから取り組みを続

けています。家庭学習なども子どもたちにとっては大切な学びの時間でもありますので、スマホや

テレビを見るなどの時間についても各ご家庭でルールを決めて、日々の学習時間確保をすすめて

いただければと思います。学びは将来の選択肢を増やしてくれます。子どもたちの人生の選択肢

を学校、家庭にて広げていきましょう。 

  
 

●朝学習・・・・朝の活動として１時間目が始まる前に登校後に実施 

基礎基本の計算問題中心に算数プリントを行う（毎週火曜日、金曜日） 

ICT学習（キュビナ）の実施（毎週木曜日） 

※毎週月曜日は「朝読書」として物語、小説、絵本などの読書を実施 

 

●昼帯学習・・・・水曜日以外の各曜日で５時間目が始まる前に各教室で実施 

 

●放課後補充学習（はなまる学習）・・・・月ごとに設定した数回の金曜日の放課後に実施 

  

※各学習の回数等については、行事や体力づくりなどを実施している場合には変更になります。 

 

【その他】 

●各学習以外に各学期末（１年生は３学期のみ）に校内学力実態調査としてテスト実施 

●各学期末補習として１学期は３年生以上、２学期は２年生以上を対象に補習実施 

 

◆年末の交通事故防止運動 

１２月１日～１２月３１日まで、年末の交通事故防止運動がはじまります。子どもたちが事故に遭 

わないよう、各ご家庭でも特に自転車運転時の注意などお声かけください。防止運動の重点として 

自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守の徹底およびヘルメット着用の推進、夕暮

れ時および夜間の交通事故防止などがあげられています。 

  自転車に乗るときは信号や一時停止を守り、運転中のスマートフォン等の使用は絶対にやめま

しょう。道路を渡るときは横断歩道を利用しましょう。見守り隊の方も寒い中、子どもたちの安全を

見守ってくださっていますので、事故防止にぜひともご協力ください。 

 

道路交通法改正～令和８年４月１日施行～ 

※自転車の交通違反に交通反則通告制度（いわゆる青切符）が適用されます。 


